
５消費寶信用(与信行為)に関する行為

品やサービスの憲入に際し､消費者がクレジットカードやローン､貸金業者からの借り入れなどをす

とがありますが､与信業者は､消費者の支払い能力を超えることが明らかな場合など､与信行為が消

の利益を害することが明白な場合には､与信を行ってはいけません｡また､正当な根拠に基づいて消
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賢者が与信業者への支払いを拒む場合に､その妨害をするような行為も許されません。
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*２賑売禦者報商品やサービスを供給する事業者またはその取次店など

実質的な賑売行為を行う者

*３二低契約軒一腫売藁者等からの商品ヤワーピスの隅入を察件または原
因として、侶馬の供二をする契約あるいに保汪を受屍する契約（条例
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